
    

 

 

 

平成 28 年 5 月 13 日 

各  位 

東京都渋谷区代々木二丁目６番５号 

りらいあコミュニケーションズ株式会社 

（コード番号：４７０８  東証第一部） 

 代表取締役社長 中込 純 

問合せ先 広 報 ・ＩＲ室 長  岩本 健一郎 

電話 ０３（５３５１）７２００（代表） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり平成28年6月24日開催予定の第29回定時株主総会で承

認されることを条件として、以下の通り、定款の一部を変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
1. 定款の一部変更 

（１） 定款変更の理由 

① 当社および当社子会社の事業内容の拡大ならびに今後の事業展開に備えるため、現行定款第２条（目的）に事業目

的を追加するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものです。 

 

② 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成２７年５月１日に施行され、新たに業務執行取締役等

でない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それ

らの取締役および監査役についても、その期待が十分に発揮できるよう定款の一部を変更するものです。 

なお、現行定款第25条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 

 

（２） 定款変更の内容 

変更の内容は別紙のとおりです。 

 

2. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成28年６月24日 （予定） 

定款変更の効力発生日   平成28年６月24日 （予定） 

 

以上 



    

（別紙）定款変更の内容 

（下線部分は変更箇所を表しております） 

現行定款 変更案 

（目的） 

第２条  当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．～３８．＜条文省略＞ 

＜新設＞ 

３９． 前各号に付帯する一切の業務 

 

第３条～第 24条＜条文省略＞ 

 

（社外取締役の責任限定契約） 

第２５条  当会社は、会社法第４２７条第１項の

規定により、社外取締役との間で、会

社法第４２３条第１項の責任につき、

善意でかつ重大な過失がない場合は、

法令の定める限度額まで限定する契約

を締結することができる。 

 

第 26 条～第 31 条＜条文省略＞ 

 

（社外監査役の責任限定契約） 

第３２条  当会社は、会社法第４２７条第１項の

規定により、社外監査役との間で、会

社法第４２３条第１項の責任につき、

善意でかつ重大な過失がない場合は、

法令の定める限度額まで限定する契約

を締結することができる。 

 

 

（目的） 

第２条  当会社は、次の事業を営むことを目的と

する。 

１．～３８．＜現行のとおり＞ 

 ３９. 金融商品仲介業 

 ４０. 前各号に付帯する一切の業務 

 

第３条～第 24条＜現行のとおり＞ 

 

（非業務執行取締役の責任限定契約） 

第２５条  当会社は、会社法第４２７条第１項の

規定により、非業務執行取締役との間

で、会社法第４２３条第１項の責任に

つき、善意でかつ重大な過失がない場

合は、法令の定める限度額まで限定す

る契約を締結することができる。 

 

第 26 条～第 31 条＜現行のとおり＞ 

 

（監査役の責任限定契約） 

第３２条  当会社は、会社法第４２７条第１項の

規定により、監査役との間で、会社法

第４２３条第１項の責任につき、善意

でかつ重大な過失がない場合は、法令

の定める限度額まで限定する契約を締

結することができる。 

 

 

 

 

 


